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横浜都心から12km､東京都心から約25kTTlに位置

する港北ニュータウンは､立地の優位性 と恵まれ

た自然環境から､首都圏域に残された､天背械(ど

ロ- ド)のような数少ないJli･重な資産 とも言うべ

き地域である｡そして､その開発にあたっては､

｢乱開発の防止｣､｢市民参加のまちづ くり｣､｢都

市農業の確立｣を基本理念に､環境の価値をより

高めるペ く計画が立案されている｡

蜘払

クリーンマトリックスシステム

港北ニュータウンの周辺は昭和40年代に入って

急速に市街化が進展し､豊かな自然環境が次々と

失われていった｡このため､当地区のマスタープ

ランでは､アーバニティの追求とあわせて｢自然｣

を､あるいは ｢より自然的なもの｣を地区の中に

可能な限 り残し､また創出することを意図した.

これをニュータウンの中で具現化するため､限

られた公共空間としての公園､緑地ばか りでなく､

広場､鵜合運動場､校庭､集合住宅地､文化財保

存地､神社､仏閣､屋敷林など､地区内に現存し

また創出されるオープンスペース群をすべて動月

し､これらを緑道により結び連続性を保たせ､限

られた空間の中で最大限のアクティビティを可能

とするしくみを形成している｡これにより､｢体系

化されたオープンスペ-ス｣を創出する｡この新

しい体系を ｢グリーンマ トリックスシステム｣ と

よぶ｡

歩行者専用道蕗シス弘

港北ニュータウンにおける歩行者専用道路は､

緑道とともに､グリーンマ トリックスの様々なオ

ープンスペースを相互に結びつけ､自動車交通 と

分離された快適で安全な歩行者空間として､ニュ

ータウン全体をきめ細か く網羅する｡

｣ 息 L_J し｣ し｢ (独立住宅)
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歩行者専用道路ネットワーク例

幹線道路によって区切 られる住区内道路は､通

過交通を排除するU字形パターンを採用したコレ

クター道路(幅員9.0m)と778ローチ道路(6.0m)

で構成し､街区の短辺部分と接する位置には住宅

地内歩行者専用道路を配置する｡

この歩行者専用道路は､幹線道路との交差部で

は立体交差 し､幹線道路側のバスベイへはスロー

プまたは階段により77●ロ-チ可能とし､一万､

位区内では歩行者専用道路の幹線と接続させるO

歩行者専用道路の幹線部は､ニュータウンの｢生活

軸｣として機能し､近隣センター､小学校､中学校､

集合運動場､幼稚園､診療所などの公益的施設は

この歩行者専用道路側を正面にして配置される｡

また､タウンセンタ-や駅前センター内の歩行

者専用道路は､建築物と一体化 した歩行者空間を

創出し､回遊性の確保､脆いの演出､街区ごとの

特色づ くりなどに寄与するものとする｡

住区と歩行者専用道路
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幅 員 と断 面

歩行者専用道路の幅員は歩行の多様性 と空間の

スケ-ルに応 じて､次のような基準をもって構成

する｡

●住宅地内歩行者専用道路3.0mまたは4.5m

●住区内幹線歩行者専用道路6.0m～9.0m

●センター内歩行者専用道路(4.5-)12.0-21.0m

●緑道 基本幅員10.0m､最大30-40m

ただし､幅員､断面構成は､周囲の条件に応 じて､

植栽部分を十分確保するなど変化 と豊かさを与え､

また舗装､植栽等についても空間の特質に対応 し

た配慮を行 う｡

9m(住 区内幹線歩行者専用道路 )
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住宅地内では､6mの区画道路 と3mの歩行者専

用道路の組合わせ となり､適宜 く折れまが り〉や

くすみちがい)などの設計技法を用いて単調さを

回避するo

折 れ まが り

すみ ちがい

住区内幹線歩行者専用道路については､小 ･中

学校等の公益的施設に対する機能動線の連続性を

確保するとともに､土地利用あるいは地形条件に

応 じて､空間的な変化を生み出すように曲線ある

いは折れまか りを入れ､縦断方向にもスロ-70､

階段､橋梁等を配置し､アクセン トをつける｡
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歩行者専用道路には､単に人の動線 としての 】)

ニ7-な形状のみでなく､溜 りとして様々な行為

が可能 となる広場を設ける｡

独立住宅地では､幼児たちの遊び場､主婦の立

話 といった行為に対 して､帽3mの歩行者専用道

路を一部拡幅 した広場 を設け､また住区内幹線歩

行者専用道路部分には､お祭､朝市､バザーなど

住区単位のイベン ト等の利用にも配慮し､近隣セ

ンター等､公益的施設と一体化 した広場を確保す

る｡

タウンセンター地区の一部の広場については､

宅地側の公開空地 も含めて､周辺の建物 と一体 と

なった7-バニティの高い歩行者空間の創出を図

り､レベル差をつけ､野外の諸催事などの利用形

態に配慮する｡
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荏田近隣センター部広場

タウンセンター部広場



! ｢

■ l

萄 藍療

港北ニュ-タウンでは､第-地区38ヶ所､第二

地区60ヶ所の歩道橋 ･緑追憶を計画している｡歩

道橋の計画､設計にあたっては､幹線道路の路線

ごと､センターなどの地区ことの トータルプラン

ニング､特色づ くりを考慮し､周辺 との景観に十

分配慮した設計､象徴的な橋梁のデザイン等を計

画条件とする｡
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堀割方式による幹線道路沿いに配置するバスベ

イは､歩行者専用道路からスロープもしくは階段

によって容易にア70ローチでき､安全で快適なバ

スサービスを実現していく｡
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ボンネルフ

人と幸の共存空間 叫

港北ニュータウンでは､新 しい試みとして､独

立住宅地の一部に人と車の共存空間､ボンネル7

タイプの住区内道路を導入する｡港北ニュータウ

ンのボンネル7は､独立住宅地の街区短辺方向に

配置されている歩行者専用道路と区画道路を一体

化 し構成する｡

街区の長辺方向から進入してくる車輪に対して､

この場所で ｢人の空間｣であることを意識させる

ため､舗装材を変えるほか､舗装部の線形をヒュ

ーマンスケールのやわらかみのある曲線で構成し､

宅地側には植栽を施 して､歩行者優位のみち空間

を創出する｡
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